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日本の気候政策は評価に値する 

日本は 2016年に地球温暖化対策計画（当計画）において気候変動政

策を発表し、その中で、「自国が決定する貢献（NDC）」とパリ協

定の目標を達成するための、主な活動内容について説明した。 

日本は GHG（温室効果ガス）の排出量を 2030年までに 26%、2050

年までに 80%削減することを目指している。しかし 2011年に発生

した福島原子力発電所の原子炉爆発により、電力発電セクターの脱

炭素化は困難になった。日本は、原子力発電所の緊急停止による電

力供給不足を補うため、化石燃料を輸入し燃やすことで電力需要を

満たさなければならなくなった。これが CO2排出量の大幅増加とい

う事態をもたらした。 

地球温暖化対策計画 

当計画には、日本のNDC実現のため多様なセクターに亘って実施す

べき政策と措置が盛り込まれている。当計画に記載のモニタリング

と評価の仕組みは、計画の年次レビューとともに、確実な実行が極

めて重要である。 

当計画では特に地方自治体・政府、企業、市民が果たすべき役割と

GHG排出量の削減が主要措置として強調されている。削減目標値は

以下のように明示されている： 

 

住宅と商業セクターにおいて、2030年までに LEDなどの

高効率照明の 100%使用を実現する。 

低エミッション車の利用を増やし、新車販売における電気

自動車、燃料電池自動車を 50%～70%とすることを目指

す。 

日本は依然として技術は世界的に進んだ存在であり、その技術力は

多くのセクターでエネルギー効率の向上に寄与してきた。省エネル

ギーは、改定版固定価格買取制度の導入による再生可能エネルギー

の更なる普及とともに、NDCを実現する上で重要な要素である。 

グリーンボンド政策を導入済み 

グリーンボンドに関するガイドライン（環

境省、2017年） 

環境省（MoEJ）は 2017年に日本版グリーンボンドガイドライ

ンを策定した。グリーンボンドのガイドラインは、債券発行の拡

大を促し、情報開示により市場の信頼性と透明性の向上を図るた

めのものである。 

日本のガイドラインは国際資本市場協会（ICMA）のグリーンボ

ンド原則（GBP）に則ったものであり、適格なカテゴリー、プ

ロジェクトの評価と選定、モニタリングとレポーティングについ

て定めている。また、特に外部機関によるレビューの活用を促し

ている。容易に取り入れることができるよう、発行後レポーティ

ング、環境インパクト指標、計算方法などについて具体例を記載

している。 

グリーンボンド発行促進体制整備支援事業

（環境省、2018年） 

環境省は昨年、グリーンボンド発行促進体制整備支援事業を開始

した。現在、1本の債券発行に対して上限 5000万円の補助金が

利用可能であり、外部機関によるレビュー、グリーンボンドのフ

レームワーク構築に関するコンサルティングなど外部サービスの

利用費用に充当することができる。補助金は外部機関によるレビ

ューを受けている案件に対して与えられる。このレビューは、発

行市場と投資家グループを考慮したうえで行われ、GBP、

ASEANグリーンボンド基準、気候ボンド基準などの遵守が確認

される。日本では債券発行前に外部のレビュー機関がグリーンボ

ンドガイドラインの遵守を確認する。 

結論および今後の市場の発展を支える行動 

日本の意欲的な気候戦略は、「地球温暖化対策計画」および戦略的

エネルギー計画の実行を支えるプロジェクトの資金調達において、

グリーンボンドを活用する機会があることを浮き彫りにしている。 

日本には非常に大規模な債券市場が存在する。例えば、日本の年金

積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は世界最大の年金基金であ

り、その4つの投資原則の1つであるスチュワードシップにはESGへ

の配慮が明言されている。2018年末時点のポートフォリオ151兆円

（1兆4000億米ドル）のうち、28.2%が国内債券への投資であった。

強力な機関投資家層の存在（ESGの観点を持っていればなおさら）

は、グリーンボンド市場の育成に寄与することとなる。 

気候リスクは、安定した金融システムの確保を目指す日本の金融規

制機関である金融庁にとって、既に戦略的優先事項の1つとなってい

る。 

しかし現時点では依然として、グリーンボンド市場は比較的小規模で

ある。日本の環境目標を達成するためには、官民両セクターが債券発

行と投資の規模を拡大する行動が必要である。グリーンファイナンス

ネットワーク・ジャパンは、民間セクターに対して、グリーンファイ

ナンスに関する議論に参画するプラットフォームを提供している。以

下のような手法を使うことで、気候関連投資への資金の流れを作るこ

とが可能と考えられる： 

• アナリストおよび投資家のグリーンボンド認知度を向上させ

る。東京証券取引所（TSE）のグリーンボンド専用プラットフ

ォームへの上場、外部機関によるレビューの公表、債券取引情

報の英語での提供を行う。 

 

• 気候関連の金融リスクの開示を促進する：（例）：気候関連

財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言実施を支援す

る。投資家と資金の貸し手は、企業に対して気候関連リス

クの開示拡大を求めるべきであり、その一方で、自らの投

資／貸出ポートフォリオに関する気候関連リスクの開示拡

大の努力を行うべきであ 

• 気候変動の緩和、適応、強靭化プロジェクトへのグリーンと

名のつく（Green-tagging）ローンおよび投資は、資金の貸

し手と投資家が抱える気候関連リスクを定量化し、対処す

るための基礎を作ることを可能にする。銀行、その他の資

金の貸し手は、グリーンと名付けることでグリーンボンド

の資金調達ニーズを定量的に把握し、債券の直接発行が非

経済的な小規模企業やプロジェクトのための集約的プラッ

トフォームとしての役割を果たすこともできる。 

• グリーンインフラ／グリーンボンドのファンドを設立する。

例えば、アジア開発銀行は、気候変動に対処し、GHG排出

量を削減するプロジェクトへの資金供給を目的として、気

候変動ファンドを設立した。 

• 公共セクターや大企業による大規模なベンチマーク債の発行

は、政府と企業が低炭素経済への移行を支援する意志がある

という強いメッセージを市場に対して送る。デモンストレー

ション的な債券発行は、ステークホルダーの更なる行動への

インセンティブとなる。 
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